
防府市助産扶助費交付要綱 

昭和５３年４月１日制定 

（目的） 

第１条 この要綱は、防府市に居住する産婦で経済的理由により出産に要する

費用の支出が困難な者に対し、出産に要する費用の一部を助成することによ

り、産婦の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（交付対象） 

第２条 前条の規定による助成金（以下「助産扶助費」という。）の交付を受

けることができる者は、次に掲げるすべての要件に該当する者でなければな

らない。 

(１) 出産日において、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づ

き、本市に住民票を有する産婦であること。 

(２) 出産日の属する年度（出産日が４月又は５月の場合は前年度）におい

て、市町村民税非課税の産婦であり、かつ、その配偶者（事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が市町村民税非課税であるこ

と。 

(３) 申請日において、本市の税金及び国民健康保険料（以下「市税等」と

いう。）を滞納していない産婦であり、かつ、その配偶者が市税等を滞納

していないこと。 

２ 申請日において、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）により保護を

受けている産婦については、前項第２号及び第３号の規定を適用しない。 

（助産扶助費の額） 

第３条 助産扶助費の額は、健康保険による出産育児一時金の対象費用から次

に掲げる費用等を控除した額とし、80,000 円を限度とする。 

 （１） 健康保険による出産育児一時金 

 （２） 生活保護法における出産扶助 

 （３） 本人希望による室料差額 

 （４） 文書料 

 （５） 高額療養費その他加入健康保険からの出産に伴う給付金 

 （６） 出産や治療に直接関係しない費用 



（助産扶助費の交付申請） 

第４条 助産扶助費の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

助産扶助費交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に申請

しなければならない。  

（１） 出産に要した費用を支払ったことを証する書類 

（２） 出産育児一時金の支給を証する書類または直接支払制度合意文書 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 （助産扶助費の交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査のうえ交付

の要否及び交付額を決定し、助産扶助費交付決定通知書（第２号様式）又は

助産扶助費不交付通知書（第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

（助産扶助費の交付） 

第６条 助産扶助費の交付決定を受けた申請者は、請求書を市長に提出するも

のとする。 

２ 市長は、前項の規定による適正な請求書を受理したときは、当該申請者に

対し助産扶助費を交付するものとする。 

（助産扶助費の返還） 

第７条 市長は、申請者が虚偽、その他不正な手段により助産扶助費の交付を

受けていたときは、既に交付した助産扶助費の全部又は一部を返還させるこ

とができる。 

附 則 

この要綱は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成８年１０月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行日前に出生した子に係る助産扶助費の交付については、な

お従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



第１号様式             

助産扶助費交付申請書 

分 娩 者 氏 名  

分 娩 者 住 所  

配 偶 者 氏 名  

出産児童氏名  生 年 月 日 年   月   日 

保 険 の 種 類  記号・番号  

被 保 険 者 □ 分娩者  □ 配偶者  □ その他(           ) 

申 請 額 円 

（宛先）防府市長 

上記のとおり助産扶助費の交付を申請します。 

この申請について、私及び配偶者の課税状況並びに市税等の収納状況について調査す

ることに同意します。 

 

年  月  日 

 

申請者 住 所 

氏 名             

ＴＥＬ 

※ ここからは記入しないでください。 

判 定 市町村民税 市税等滞納 

申請者 課税 ・ 非課税 有 ・ 無 

配偶者 課税 ・ 非課税 有 ・ 無 

  

１ 総分娩費 円 

２ 控除額 

出産一時金 円 

出産扶助 円 

室料差額 円 

文書料  円 

保険給付金   円 

その他費用 円 

控除合計 円 

３ 交付決定額(１－２)  円 



第２号様式 

 

助産扶助費交付決定兼支払通知書 

 

番 号 

年 月 日 

 

様 

防府市長           □印 

 

 さきにあなたが申請されました助産扶助費については、下記のとおり決定し

ましたので通知します。 

 

記 

 

１ 分娩者氏名及び出産年月日 

 

分娩者氏名 

 

出産年月日 

 

２ 助産扶助費交付決定額 

 

金           円 

 

３ 振込年月日及び振込口座 

 

    振込年月日       年  月  日 

 

    振込口座 



第３号様式 

 

助産扶助費不交付通知書 

 

番 号 

年 月 日 

 

 

様 

 

防府市長           □印 

 

 

さきにあなたが申請されました助産扶助費については、下記の理由により不

交付となりましたので通知します。 

 

記 

 

（理 由） 


